
例
年
、
確
定
申
告
会
場
は
混
雑
し
、

長
い
待
ち
時
間
が
発
生
し
ま
す
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
リ
ス

ク
を
避
け
る
た
め
、
自
宅
等
か
ら
「
ｅ

‐
Ｔ
ａ
ｘ
」
を
利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
利
用
方
法

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
ロ
グ
イ
ン

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

が
必
要
で
す
。

②
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
で
ロ
グ
イ
ン

Ｉ
Ｄ
（
利
用
者
識
別
番
号
）
と
パ
ス

ワ
ー
ド
（
暗
証
番
号
）
の
事
前
発
行
が

必
要
で
す
。

〇
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
」

操
作
方
法
等
説
明
会

▼
日　

時　

11
月
17
日
㈬
午
前
10
時
〜

午
後
４
時

▼
場　

所　

役
場
本
庁
1
階
町
民
ホ
ー
ル

▼
持
ち
物　

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人

確
認
書
類

※
申
告
者
本
人
が
来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。

※
右
記
の
日
程
以
外
で
も
、
大
田
原
税

務
署
で
相
談
が
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ　

大
田
原
税
務
署

☎
０
２
８
７
‐
22
‐
３
１
１
５
（
音

声
案
内
２
番
）

町
で
は
、
公
平
で
適
正
な
課
税
を
行

う
た
め
に
、
定
期
的
に
町
内
を
巡
回
す

る
ほ
か
、
家
屋
表
題
登
記
、
建
築
確
認

申
請
、
航
空
写
真
を
利
用
し
、
新
増
築

ま
た
は
滅
失
さ
れ
た
家
屋
の
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。

【
家
屋
が
新
増
築
さ
れ
て
い
る
場
合
】

課
税
対
象
と
な
る
場
合
は
、
家
屋
調

査
を
お
願
い
す
る
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

な
お
、現
況
が
よ
く
確
認
で
き
な
い
場

合
は
直
接
訪
問
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
家
屋
が
滅
失
さ
れ
て
い
る
場
合
】

調
査
に
よ
り
家
屋
の
滅
失
を
確
認
し

た
場
合
、
原
則
と
し
て
、
滅
失
を
確
認

し
た
翌
年
度
の
課
税
台
帳
か
ら
削
除
し

ま
す
。
な
お
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
滅
失
証
明
書
等
が
あ

る
場
合
は
、
取
り
壊
し
た
翌
年
度
の
課

税
台
帳
か
ら
削
除
し
ま
す
の
で
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

〈
住
民
の
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い
〉

郵
送
し
て
い
る
固
定
資
産
税
納
税
通

知
書
の
内
容
と
家
屋
の
現
状
に
相
違
等

が
あ
る
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
過
年
度
に
建
築
さ
れ
た
家
屋

に
つ
い
て
は
、
原
則
、
調
査
し
た
年
度

を
含
ん
で
最
大
5
年
間
さ
か
の
ぼ
っ
て

課
税
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

税
務
課
資
産
税
係
・
全
棟

調
査
係

☎
72 

６
９
０
５

国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11
日
㈭
か

ら
17
日
㈬
ま
で
を「
税
を
考
え
る
週
間
」

と
定
め
、
各
種
の
広
報
・
広
聴
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

「
税
を
考
え
る
週
間
」
の
期
間
中
、

大
田
原
税
務
署
で
は
「
税
に
つ
い
て
の

作
文
」
の
優
秀
作
品
の
パ
ネ
ル
展
示
を

行
い
ま
す
。

▼
展
示
場
所　

大
田
原
税
務
署
、
大
田

原
県
税
事
務
所
、
那
須
町
役
場
ほ
か

▼
問
合
せ　

大
田
原
税
務
署

☎
０
２
８
７
‐
22
‐
３
１
１
５

（
音
声
案
内
２
番
）

令
和
３
年
10
月
１
日
か
ら
、
大
田
原

税
務
署
窓
口
で
納
税
で
き
る
時
間
が
次

の
と
お
り
変
わ
り
ま
し
た
。
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
時　

間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
の
納
付
な
ど
、

便
利
な
納
税
手
続
き
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
税
額

30
万
円
以
下
の
も
の
）
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
納
付
（
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
公

金
支
払
い
、
税
額
１
０
０
万
円
未
満

の
も
の
（
決
済
手
数
料
別
途
）
）
、

ペ
イ
ジ
ー
に
よ
る
納
付
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
令
和
３
年
か
ら
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ

ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
に
よ
る
納
付

が
で
き
ま
す
（
税
額
30
万
円
以
下
の

も
の
）
。

※
８
月
に
送
付
し
た
納
税
通
知
書
に
、

２
期
分
の
納
付
書
を
同
封
し
て
い
ま
す
。

▼
納
付
期
限　

11
月
30
日
㈫
ま
で

▼
問
合
せ　

大
田
原
県
税
事
務
所
課
税

課　

☎
０
２
８
７
‐
23
‐
４
１
７
２

確定申告は
「ｅ‐Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）」

を利用しましょう！！

確定申告は
「ｅ‐Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）」

を利用しましょう！！

「
税
を
考
え
る
週
間
」

〜
く
ら
し
を
支
え
る
税
〜

家
屋
の
確
認
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す

納
付
窓
口
の
受
付
時

間
が
変
わ
り
ま
す

11
月
は
個
人
事
業
税

（
２
期
分
）の
納
付
月
で
す

国税庁
ホームページ

e-tax
ホームページ ホームページ

家屋の確認調査の様子
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－月 日㊐
町税等の納付について、休日納付窓口を開設します。
納期限までに納付できない場合は、未納を放置せず
必ずご相談ください。

■お問合せ 税務課収税係 ☎

休日納付窓口を開設します


